
令和６年４月２９日 
 

高病原性鳥インフルエンザまん延防止に伴う消毒ポイントの設置 
 
 

 

 

 

 

【消毒ポイント設置場所】 

 
成田市大栄支所坂下備蓄倉庫前 
 
 
 
 
 
予定期間：令和６年４月２９日(月)正午～移動制限区域解除※

まで 
     ※目安は、殺処分完了日から 21 日後となります。 
 
①消毒の対象となるのは、エサや卵などを運搬する畜産関係車両のみです。 

②消毒ポイント周辺では畜産関係車両のトラック等が通常より多く通ることが予想

されます。 

③消毒ポイントでは、県の委託を受けた業者が 24 時間体制で消毒作業をします。 

 

 

 

近隣にお住いの皆様にはご心配とご不便をおかけしますが、鳥インフルエンザまん

延防止のため、ご理解の程よろしくお願いいたします。 

 なお、ご不明な点がございましたら以下へお問い合わせください。 

〇令和６年４月２８日に富里市内の１農場において、高病原性鳥イン

フルエンザが疑われる事例が確認されました。 

〇これに伴い、感染の拡大を防ぐため、４月２９日(月)正午から以下

の場所に畜産関係車両の消毒ポイントを設置いたします。 

【問合せ先】成田市経済部農政課 電話：0476-20-1541 
      千葉県東部家畜保健衛生所 電話：0475-52-4101 

我が国では、これまで鶏肉及び卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが

人に感染した事例は報告されていません。 


